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○座間市子ども・子育て会議規則 

平成25年６月25日規則第52号 

改正 

平成27年３月30日規則第15号 

平成28年７月26日規則第65号 

令和５年３月20日規則第20号 

令和５年12月18日規則第78号 

座間市子ども・子育て会議規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、座間市附属機関の設置に関する条例（昭和48年座間市条例第48号）第３条の

規定に基づき、座間市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）の組織、運営等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第31条第２項の規定

による特定教育・保育施設の利用定員について、意見を述べること。 

(２) 法第43条第２項の規定による特定地域型保育事業の利用定員について、意見を述べること。 

(３) 法第61条第７項の規定による子ども・子育て支援に係る計画に関し、市長の求めに応じて

調査審議し、その結果を報告すること。 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施

策の実施状況について、意見を述べること。 

（委員） 

第３条 子育て会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、

又は任命する。 

(１) 教育、保育、保健福祉等の事業に従事する者 

(２) 幼稚園又は保育園の代表者 

(３) 学識経験者 

(４) 公募による市民 

(５) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任
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者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任することができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 子育て会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 子育て会議の庶務は、主管課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成25年７月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日規則第15号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年７月26日規則第65号） 

この規則は、平成28年７月27日から施行する。 

附 則（令和５年３月20日規則第20号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年12月18日規則第78号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○委員名簿 
 

所属機関・団体名 役職等 氏 名 備 考 

社会福祉法人 座間市社会福祉

協議会 
会長 菊地

キクチ

 孝
タカシ

 
座間市子ども・子育て会議 

副会長 

座間市民生委員児童委員協議会 庶務 中村
ナカムラ

 美紀
ミ キ

 
 

特定非営利活動法人 ワーカー

ズ・コレクティブ 風の子 
理事長 飯田

イイダ

 由美
ユ ミ

 
 

座間市保育会 会長 江成
エ ナ リ

 玲子
レ イ コ

 栗の実保育園 

座間市私立幼稚園連絡協議会 会長 山本 知大
ヤマモト トモヒロ

 鈴鹿幼稚園 

相和私立幼稚園協会 総務 小多喜
コ タ キ

 正範
マサノリ

 座間孝道幼稚園 

和泉短期大学  副学長・教授 大下
オオシタ

 聖治
セイジ

 
座間市子ども・子育て会議 

会長 

座間市立小学校長会 会長 田中
タ ナ カ

 恵子
ケ イ コ

 座間市立相模野小学校 

公募市民  
麻生 彩友美
ア ソ オ  ア ユ ミ

 
 

公募市民  
阿部 寛
アベ  ヒロシ

 
 

公募市民  
内木
ウチキ

 理紗
リ サ

 
 

座間市商工会 会長 内藤
ナイトウ

 和美
カズミ

 
 

※任期：令和７年８月４日～令和８年７月３１日 

 


